
理

由

気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
の
発
効
及
び
我
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
現
況
に
か
ん
が

み
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
一
層
の
推
進
を
図
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
所
掌
事
務
の
追
加
を
行
う
と
と
も
に
、

特
定
排
出
者
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
報
告
等
の
措
置
を
講
ず
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。


